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食品添加物の収去検査結果（ ２０１２～２０２３年） について

はじめに

大分県では食品・ 生活衛生課が策定した食品等の

収去検査計画に基づき、 県下５保健所に配置さ れて

いる食品衛生監視機動班（ 以下、 機動班） が収去し

た検体を、 当センターで検査している。 今後の収去

計画等の資料と するため、２０１２年度から２０２３年度に

おける食品添加物の検査結果をまと めたので報告す

る。

材料及び方法

１ 材料

２０１２年４月から２０２４年３月までの１２年間に収去し、

当センターで分析した食品添加物の検査結果を集計

した。

２ 検査方法

食品衛生法に定められた試験法に準拠した大分県

検査実施標準作業書（ 検査‐ 化学‐ ００１，００２，００４，

０２２） に記載されている方法を用いて分析した。

２．１ 保存料（ ソ ルビン酸、 デヒ ド ロ 酢酸、 安息香

酸、 パラオキシ安息香酸エステル類）

透析法－高速液体クロマト グラフ法

２．２ 甘味料（ サッ カリ ンナト リ ウム）

透析法－高速液体クロマト グラフ法

２．３ 漂白剤（ 二酸化硫黄）

通気蒸留法－アルカリ 滴定法

通気蒸留法－比色法

２．４ 発色剤（ 亜硝酸根）

ジアゾ化法

結果

収去検査結果を表１、２に、 使用基準に対する検出

状況を図１～５に示した。

１ 保存料（ 図１、２）

ソルビン酸は５０４件中１３４件（ ２６．６％） に検出され

た。 このう ち、 使用基準のある食品では４４２件中１３３

件（ ３０．１％） に検出さ れ、 魚肉練り 製品１件におい

て基準値を超過し た。 また、 魚肉練り 製品２件、 果

実酒１件の測定値が基準値の７５％～１００％の範囲に

あった。 一方、 使用基準のない食品では６２件中１件

（ １．６％） に検出さ れた。 こ の検体はク ッ キーであ

り 、 菓子と してソルビン酸の使用基準はないが、 原

材料名にソルビン酸の表示があった。

また、 パラオキシ安息香酸エステル類は４９４件中

し ょ う 油３件（ ０．０１％） に検出さ れ、 基準値を超過

したものはなかった。 また、 使用基準のある食品２８

件中で１０．７％の検出であった。 一方で使用基準のな

い食品４６６件ではいずれも検出されなかった。

なお、 デヒ ド ロ酢酸、 安息香酸は両成分と も全て

の検体から検出されなかった。

２ 甘味料（ 図３）

サッ カリ ンナト リ ウムは５０４件中３６件（ ７．１％） に

検出された。このう ち、使用基準のある食品では３４３

件中３６件（ １０．５％） に検出され、 塩漬１ 件において

基準値を超過した。また、し ょ う 油７ 件の測定値が、

基準値の７５％～１００％の範囲にあった。 使用基準の

ない食品１６１件ではいずれも検出されなかった。

３ 漂白剤（ 図４）

二酸化硫黄は１５４件中６９件（ ４４．８％） が検出さ れ

たが、 基準値を超過したものはなく 、 基準値の７５％

～１００％の範囲にもなかった。＊１ 大分県北部保健所， ＊２ 大分県地域農業振興課

＊３ 大分県西部保健所
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４ 発色剤（ 図５）

亜硝酸根は１５４件中１２６件（ ８１．８％） が検出され、

食肉製品２件において基準値を超過し た。 また、 食

肉製品２件の測定値が、 基準値の７５％～１００％の範囲

にあった。

５ 表示について

５．１ 保存料

包装に保存料（ ソルビン酸） の表示が無く 、 検出

された検体が２件あった。食品別では、食肉製品１件、

みそ漬１件であった。 一方、 包装に保存料（ ソ ルビ

ン酸） の表示があり 、 検出下限値未満の検体が９件

あった。 食品別では、 魚肉練り 製品８件、 し ょ う 油

漬１件であった。

また、 包装に保存料（ パラオキシ安息香酸エステ

ル類） の表示が無く 、 検出された検体はなかった。

一方、 包装に保存料（ パラオキシ安息香酸エステル

類）の表示があり 、検出下限値未満の検体が１８件あっ

た。 食品別では、 し ょ う 油１５件、 し ょ う 油漬１件、

たれ１件、 つく だ煮１件であった。

５．２ 甘味料

包装に甘味料の表示が無く 、 検出さ れた検体が１

件あり 、 食品はみそ漬けであった。 一方、 包装に甘

味料の使用表示があり 、 検出下限値未満の検体が６

件あった。食品別では、魚肉練り 製品２件、塩漬１件、

し ょ う 油１件、 たく あん漬け１件、 その他の食品１件

であった。

５．３ 漂白剤

包装に漂白剤の表示が無く 、 検出された検体はな

かった。 一方、 包装に漂白剤の表示があり 、 検出下

限値未満の検体が７１件あった。 食品別では、 甘納豆

５件、 果実酒２件、 乾燥果実２件、 干しぶどう １件、 そ

の他の食品６１件であった。

５．４ 発色剤

包装に発色剤の表示が無く 、 検出された検体が食

肉製品で３件あった。 し かし、 発色剤については燻

煙により 微量の亜硝酸塩が生成されるため、 検出さ

れる場合がある。一方、包装に発色剤の表示があり 、

検出下限値未満の検体が６件あり 、 食品は食肉製品

であった。
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表１ 食品添加物の収去検査結果
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表２ 食品添加物の収去検査結果
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図１ 保存料（ ソ ルビン酸） の使用基準に対する検出状況 図４ 漂白剤（ 二酸化硫黄） の使用基準に対する検出状況

図２ 保存料（ パラオキシ安息香酸エステル類） の使用基

準に対する検出状況

図５ 発色剤（ 亜硝酸根） の使用基準に対する検出状況

まと め

保存料（ ソ ルビン酸） ２件、 甘味料（ サッ カリ ン

ナト リ ウム） １件、 発色剤（ 亜硝酸根） ２件の基準値

超過があった。

また、 基準値未満であっても 測定値が基準値の

７５％～１００％の範囲の検体が、 保存料（ ソルビン酸）

３件、 甘味料（ サッ カリ ンナト リ ウム） ７件、 発色剤

２件あった。

測定値が基準値の７５％～１００％の範囲にある検体

について、 製造工程の管理方法等によっては基準値

を超過するおそれがある。 基準値未満であっても機

動班と の情報の共有を十分に行う 必要があり 、 今後

も食品添加物の検査を行う 。 また、 食品添加物の表

示についても 、 検査と 併せて継続的な調査を行う 。

図３ 甘味料（ サッ カリ ンNa） の使用基準に対する 検出

状況
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